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「学校職員の通勤届等の取扱いについて」の一部改正について（通知） 

 

 公金の更なる適正支出のため、自動車等を自ら運転し通勤する職員に係る、平成２

５年４月１日以降の通勤手当の確認及び決定等の際には、総務事務センターあて運転

免許証の写しの提出を求めるものとします。ついては、「学校職員の通勤届等の取扱

いについて」（平成２０年１２月２６日教職第１１６３号）の一部を下記のとおり改

正したので、職員への周知をお願いします。 

 

記 

 

 第２ 確認及び決定について 

   ５の次に「６ 自動車等を自ら運転し通勤する職員については、通勤届にその旨

記入した上で、通勤手当の確認及び決定に当たり、法律で義務付けられている運転

免許証がある場合には、その写しの提出を求めること。」を加える。 

 第３ 事後の確認 

   「提示」を「写しの提出」に、「少なくとも６月に１回程度は通勤手当の」を「随

時、支給要件を具備するかどうか及び」に改め、「適正であるかどうか」の次に「等

を」を加える。 
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